
 

 

 

 

     

 

路上駐車は絶対にしないで 

ください 

樹木や消雪施設は適切に管理 

してください 

除雪車には絶対に近づかないで 

ください 

道路に雪を出さないでください 除雪後、玄関前などに堆積した 

雪処理にご協力ください 

排雪に支障がある箇所に赤
・

布
・

で 

目印をつけてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

おおしまだより
２０２５.１１.２５号 Ｎｏ.２１２ 

 

○問合せ：大島区総合事務所 総務・地域振興グループ 、 浦川原区総合事務所 建設グループ 

        ☎０２５－５９４－３１０１           ☎０２５－５９９－２３０３ 

道路除雪にご協力ください 

予約型バスの登録や利用をお勧めしながら、高齢者世帯を中心に区内を巡回し

ています。 

 各家庭を訪問していると、「歳をとって免許証の更新が難しい」「家族から雪道

の運転が心配だと言われた」「友達との食事や会議後の懇親会の時に利用してい

る」など、様々な話を耳にしました。 

これからの季節は雪で道路状況が悪くなります。 

買い物や通院など、安心して利用できる予約型バスをご検討ください。 

令和８年３月３１日までに初めて乗車いただいた方には、１回分の無料乗車券

を差し上げています。ぜひご利用ください。 

 

飯塚集落づくり推進員のつぶやき ～予約型バス～ 

 

１０月１８日（土）大島小学校体育館で「大島きらきらフェスティバル」が、 

大島小学校文化祭と合同で開催され、多くの方からお越しいただきました。 

▲きらきらフェスティバル作品展示の様子 

▲おーちゃんも観に

来てくれました 



毎月第３月曜日、無印良品の移動販売バスが 

大島区を運行しています！ 

12月１５日（月） 

 正午～午後０時２０分     スーパーやまざくら隣 

午後０時３０分～０時５０分  大島就業改善センター 

 午後１時１０分～１時３０分  大島生活改善センター 

  ★取扱商品：日用品・食品・衣料品など 

 

建物の新築・増築、取り壊しをしたときは届出を！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１，１４６人（－６人） 男５４１人（－４人） 女６０５人（－２人） ５８２世帯（－４） (  )は前月との比較 

 

 

○上越市のホームページでも 

「おおしまだより」を見る 

ことができます。右の二次 

元コードを読み取ってね。→→ 

発行：大島区総合事務所 

〒942-1106 上越市大島区岡 3320-3 ☎：025-594-3101 FAX：025-594-3105 

e-mail：oshima-ku@city.joetsu.lg.jp  URL：https://www.city.joetsu.niigata.jp/ 

※大島区総合事務所への電話は、平日の午後 5時 15分から翌日の午前 8時 30分までと土日・ 

祝日、12月 29日～1月 3日は浦川原区総合事務所へ自動転送し、転送先の当直が対応します。 

 

 

加藤  コーディネーターのコラム 
定住 
支援 

１０月の下旬頃から、あちらこちらで雪囲いが始まりました。 

関東に住んでいた頃は雪とは縁がなく、「なぜ雪囲いが必要なのだろう？」

と思っていました。 

しかし、本格的な雪が降り始めた１月、雪の威力を思い知らされました。 

雪から家を守るために雪囲いが必要だったのですね！ 

雪国に暮らしてみて、昔から伝わる知恵や工夫に、すごいなと感動してい

ます。 

今年も、一面の銀世界になる日を楽しみに待ちたいと思います。 

大島区の人口・世帯数 

（令和７年１０月末現在）                                                

スクールバス混乗運行 運行時刻の変更について 

小学校の冬時間に合わせて、１２月８日（月）から夕方のスクールバス混乗運行の 

時刻を変更します。変更後の運行時刻については、広報じょうえつ１２月号と一緒に 

お配りするチラシをご覧ください。 

 

※上越市と㈱良品計画（無印良品）、頸城自動車㈱の三者は、「地域活性化に

向けた包括連携に関する協定」を締結しており、中山間地域等への移動販

売もその一環で行われています。 

無印良品の移動販売バスのお知らせ 

 国から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関する 

疑問や苦情を解決するお手伝いをします。 

費用は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご 

相談ください。 

◆ 相談会日程 ： １２月２日（火）午後１時～３時 

◆ 会 場 ： 大島コミュニティプラザ 

◆ 行政相談委員 ： 南雲 行光 さん 

〇問合せ：総務・地域振興グループ ☎０２５－５９４－３１０１ 

行政相談をご利用ください 

 

固定資産税は、毎年 1月 1日現在の固定資産所有者に課税されます。 

建物を新築・増築したときは、実地調査を行いますので、ご連絡ください。 

また、住宅や車庫などの建物を取り壊したとき（一部分の取り壊しを含みます）は、現況

確認が必要ですので、届出をお願いします。 

公平公正な賦課のため、ご協力をお願いします。 

家屋の登録状況については、毎年４月中旬にお届けしている「固定資産課税明細書」を

ご確認ください。 

〇問合せ：市民生活・福祉グループ ☎０２５－５９４－３１０１  
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